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  ごあいさつ 

                       

新富町長 小 嶋 崇 嗣 
 

 

 新富町では、平成２３年６月に策定した『第５次新富町長期総合計画』の中

の目指すべきまちの姿(ビジョン)の実現に向けて、これまで様々な施策の取組

を進めております。 

 このたび、中期基本計画の期間が終了することから中期４年間の施策の達成

状況や引き継がれる課題を検証し、向こう４年間の新たな課題に対応していく

ために必要な施策として、後期基本計画を策定いたしました。 

 基本構想の中の「しんとみ宣言」のとおり、新富町の財産は人と人、人と地

域のつながりから生まれる「絆」です。人口減少・少子高齢化など私たちを取

り巻く環境が変化する中、この「絆」をより一層強くし、町民、自治組織・団

体、事業者と行政が協働して、目指すべきまちの姿を一つ一つ実現し、「キラ

リと輝く元気な新富町」を共に創っていきましょう。 

 町民の皆様には今後とも、まちづくりへの主体的な参画と更なる御理解、御

協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、この計画策定にあたり熱心に御審議いただきました新

富町長期総合計画等審議会委員の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成３０年 月 
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  総合計画及び後期基本計画の概要  
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１．長期総合計画の構成・計画期間 

 第５次新富町長期総合計画は、町政の方向性を示す最上位の計画として策定されたもので

あり、「基本構想」と「基本計画」を平成２３年６月に策定しました。 

①基本構想 

 「基本構想」は、平成２３年度を初年度とし、平成３３年度（２０２１年度）を最終年度と

する概ね１１年間を対象期間として、新富町が目指すべきまちの姿（ビジョン）を示してい

ます。 

②基本計画 

 「基本計画」は、「基本構想」で示されたビジョンを実現させるための必要な取組について、

その基本的な考えや手段を示しています。 

  計画期間は、前期３年（平成２３年度～平成２５年度）、中期４年（平成２６年度～ 平成 

２９年度）、後期４年（平成３０年度～平成３３年度）の３期に分けており、社会情勢の変化

等を勘案して必要に応じて見直すこととしています。 

 ここでは、これからの４年度間、すなわち平成３０年度（２０１８年度）から平成３３年

度（２０２１年度）を対象期間として策定されています。 

③各課の事業実施計画(検証) 

 基本計画に基づき実施される各年度の具体的な事務事業の取組を示し、年度終了後に分

析・評価（検証）を行い更新するローリング方式としています。 

 

 

２．基本ビジョンとテーマ別ビジョン 

 

 

 計画期間における本町の目指すべきまちの姿（ビジョン）は、基本構想の中で基本ビジョン

として未来への夢を込めて「しんとみ宣言」として掲げ、町政全般の各分野「暮らし・環境」

「健康・福祉」「教育・文化・人づくり」「産業・経済」ごとのテーマ別に具体的に設定してい

ます。 

 

  

 

 

 

 

 対象期間 

基本構想 平成２３年度（２０１１年度）～平成３３年度（２０２１年度） 

 

基本計画 

前期 平成２３年度（２０１１年度）～平成２５年度（２０１３年度） 

中期 平成２６年度（２０１４年度）～平成２９年度（２０１７年度） 

後期 平成３０年度（２０１８年度）～平成３３年度（２０２１年度） 

事業実施計画（検証） 各年度 平成２３年度（２０１１年度）～平成３３年度（２０２１年度）  

 

親から子、子から孫へと受け継がれてきた共助と自立の精神、郷土への自信と誇り、

そして人と人のつながり、人と地域のつながりから生まれてきた「絆」という新富町

の財産を今こそ認識し、時代とともに変化する多様な価値観の中でも進むべき方向を

見失うことなく、町民、自治組織・団体、事業者と行政が協働して、目指すべきまち

の姿を一つずつ実現し、「キラリと輝く元気な新富町」を創ります。 

【しんとみ宣言】 

基本ビジョン 



- 4 - 

 

   

 町政全般の各分野【暮らし・環境】【健康・福祉】【教育・文化・人づくり】【産業・経済】ご

とのテーマ別にビジョンを設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 

 

 

 

３．後期基本計画策定の目的 

 後期基本計画は、基本構想で示した本町の目指すべきまちの姿(ビジョン)を実現するため、

町づくりのテーマ別ビジョンごとに平成３０年度から平成３３年度の４年間で行う施策の方

針や目標を明らかにし本町のまちづくりを計画的に推進するために策定するものです。 

 

４．後期基本計画策定の考え方と個別計画との関連 

 後期基本計画は、目指すべきまちの姿（ビジョン）を実現するために、中期基本計画で定

めた目標や施策についての達成状況や後期基本計画に引き継がれる課題を検証し、計画期間

内に行うべき方針や目標をテーマ別ビジョンごとに設定しました。 

 また、総合計画は町政運営の最上位計画であることから、施策ごとに関連する個別計画と

の整合性について、後期基本計画期間内に新たに個別計画を策定する場合や見直しを行う場

合は、後期基本計画に定められた施策方針や目標との整合を図ります。 

ビジョンを実現させるための行政の取組み 

  

 「快適で安全な生活がおくれるまち、公害がなく環境に優しいまち、地域の絆

を育み町民が助け合い見守り合うまち」づくりを進めます。 

【暮らし・環境】 

       

 「町民誰もが元気で、生涯を通して安心して暮らせるまち」づくりを進めます。 

【健康・福祉】 

  

 「子どもも大人も学ぶ意欲が高いまち、文化やスポーツの振興を通して郷土へ

の誇りを育て、積極的な町民性にあふれたまち」づくりを進めます。 

【教育・文化・人づくり】 

 

「後継者がやりがいを感じる収益性の高い第一次産業が元気なまち、町内での

消費循環と町外からの誘客促進で商店街等がにぎわいのあるまち、安心して働け

る雇用環境のあるまち」づくりを進めます。 

【産業・経済】 

テーマ別ビジョン 
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   後期基本計画（テーマ別）  
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１  暮らしのインフラ  

 

(1) 幹線道路の整備 

  ●一般国道１０号新富バイパスの４車線化について、三納代交差点～岩脇交差点間の早期事 

業着手に向けて積極的に国に要望していきます。 

    ●地場産業の発展と地域の活性化を図るため東九州自動車道におけるスマートインターチェ 

ンジ設置等を関係機関と共に整備を促進していきます。 

   ●県道４４号宮崎高鍋線の整備と併せて一ツ瀬橋を歩道設置を含めた高規格橋梁として架け 

替えを関係機関に働きかけ、要望していきます。 

●都市計画区域における都市の骨格となる都市計画道路について、都市計画マスタープラン 

   に基づき整備を促進します。 

 

国道１０号線４車線化 

※１ 都市計画マスタープラン：都市計画法第１８条の２に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針のこと。 

「快適で安全な生活がおくれるまち、公害がなく環境にやさしいまち、地域の絆

を育む町民が助け合い見守り合うまち」づくりを進めます。 

 

●快適な生活を支えるために、幹線道路（主要国道）や生活道路（県道・町道）の整備 

  が進んでいるまち 

●光ファイバーによる情報通信基盤を活用した、新たな公共サービスが図られるまち 

●安心して使える質の高い水を将来的にも災害時にも安定的に供給できるまち 

●必要な公共交通路線が維持されるとともに、高齢化の進展を見据えながら、公共交通 

  路線の希薄な地域を中心に、新しい交通手段が確保されたまち 

 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅰ 生活環境 

第 1 節 暮らし・環境 

※１ 
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(2) 町道の整備 

  ●交通量の増加に対応するために、未改良道路と排水路の整備率の向上を図ります。 

●幹線道路の整備等に合わせ、町民生活の向上等につながる町道及び排水路の新設を図り、排

水路を含む道路網の充実を図ります。 

  ●道路パトロールを強化し、適切な道路の維持・管理を図ります。 

 

(3) 人にやさしい道路整備 

●道路景観や沿道環境にも配慮した道路整備を図ります。 

●市街地を中心に歩道部のバリアフリー化、特殊舗装等を促進し、安全で人にやさしい道路環 

境を整備します。 

道路の状況 

路 線 実延長（ｍ） 
規格改良済 舗装済 

延長（ｍ） 率（％） 延長（ｍ） 率（％） 

国道 7,088.0 7,088.0 100.0 7,088.0 100.0 

県道 39,644.1 33,469.3 84.4 39,644.1 100.0 

町道 242,390.0 168,224.0 69.4 226,457.0 93.4 

               資料：県道路施設現況調書（平成 29年 4月 1日） 

(4) 町内ＩＴ化の促進 

  ●町内全域をカバーする光ファイバーによる情報通信基盤を活用し、高齢者福祉、健康づくり 

などさまざまな分野において、公共サービスを展開する町内ＩＣＴ化に向けたまちづくりに 

取り組みます。 

 

(5) 公共交通の確保 

  ●近隣市町や県と連携しバス、鉄道など既存の公共交通機関の効果的な運用と確保に努めます。 

  ●コミュニティバスの安全かつ快適な運行に努めるとともに、民間交通事業者等との連携を密 

にし、地域交通の更なる利便性向上に向けた研究や対策に取り組みます。 

  

(6) 水資源の保全 

  ●安心して、おいしく飲める水の供給のために、関係機関と連携して、一ツ瀬川流域の水質監 

視と水質管理情報の共有化を行い、一ツ瀬川の水質保全を図ります。 

  ●水は限られた資源であることから、水の持つ役割や大切さを理解し、貴重な水資源の有効利 

用のため、有収率の向上を図ります。 

 

(7) 上水道施設の整備 

  ●常に安定的な水の供給を確保するため、水道施設の整備充実を図ります。 

●水道施設の適正な管理に努めるとともに、老朽化施設の更新を計画的に進めます。 

※２ バリアフリー化：歩道の段差や凹凸を緩和し、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設等を行う事で道路の障害 

を除き、だれもが利用しやすい道路環境の整備を図ること。  

※３ IＣＴ：Information & Communication Technology（インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テ 

クノロジー）の略。情報や通信に関する技術の総称。多くの場合「情報通信技術」と訳されるが、ネットワ 

ーク通信による情報・知識の共有という考えが含まれている。 
※４ 有収率：供給した配水量に対する、料金徴収の対象となった水量(有収水量)の割合。 

※2 

※3 

※４ 
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●国道・県道・町道等の道路改良工事に合わせて、水道管の布設や耐震管への布設替えを行い 

ます。 

  ●水圧不足地域の解消及び耐震対応水道管への切替えを計画的に実施し、安定供給を図ります。 

 

水道施設の整備実績 

年度  内容 備考 

平成２６年度実績 

新富町浄水場 1系フロキュレーター及び掻寄機更生工事 更 新 

町道向原～川床線配水管布設替工事(その１) 布設替 

町道向原～川床線配水管布設替工事(その２) 布設替 

国道１０号新富バイパス改修に伴う配水管布設工事 新 設 

平伊倉水源地水中ポンプ取替工事 更 新 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 溜水配水池築造

工事 
新 設 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 溜水配水池築造

に伴う監視装置機能増設工事 
新 設 

岩脇～浜線配水管布設工事 新 設 

田中～下城元線配水管布設工事 １工区 新 設 

田中～下城元線配水管布設工事 ２工区 新 設 

末永～鬼付女線配水管敷設工替工事 １工区 布設替 

末永～鬼付女線配水管敷設工替工事 ２工区 布設替 

富田町～上城元線配水管布設替工事 布設替 

樋之元線配水管布設替工事 布設替 

駅前周辺整備配水管布設工事 新 設 

平成２７年度実績 

栗野田～下城元線配水管布設替工事 １工区 布設替 

栗野田～下城元線配水管布設替工事 ２工区 布設替 

溜水地区配水管布設替工事 布設替 

藤山～永牟田線配水管布設替工事 布設替 

春日加圧ポンプ場テレメーター設置工事 新 設 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 溜水配水池築造

工事 
新 設 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 溜水配水池築造

に伴う監視装置機能増設工事 
新 設 

佐土原～木城線道路改良に伴う配水管継手補強工事 補 強 

平田～栗野田線道路改良に伴う配水管継手補強工事 補 強 

県道荒武新富線配水管布設替工事 布設替 

末永～鬼付女線配水管布設替工事 １工区 布設替 

末永～鬼付女線配水管布設替工事 ２工区 布設替 

国道１０号配水管布設工事 新 設 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 弁指配水池築造

工事 
新 設 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 弁指配水池築造 新 設 
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に伴う監視装置機能増設工事 

平成２８年度実績 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 弁指配水池築造

工事 
新 設 

国債 新田原飛行場周辺水道設置助成事業 弁指配水池築造

に伴う監視装置機能増設工事 
新 設 

国道１０号(大渕地区)配水管布設工事 新 設 

国道１０号(田中地区)配水管布設工事 新 設 

末永～鬼付女線配水管布設替工事 １工区 布設替 

末永～鬼付女線配水管布設替工事 ２工区 布設替 

成法寺～上中須線配水管布設替工事 布設替 

樋之元線配水管布設替工事 布設替 

平田～栗野田線消火栓用配管分岐工事 布設替 

国道１０号(軍瀬地区)配水管布設工事 新 設 

国道１０号(大渕地区)配水管布設工事 ２工区 新 設 

国道１０号(田中地区)配水管布設工事 ２工区 新 設 

富田町～上城元線配水管布設替工事 布設替 

平成２９年度実績 

国道１０号配水管布設工事(１工区) 新 設 

国道１０号配水管布設工事(２工区) 新 設 

成法寺～末永線配水管布設工事 新 設 

佐土原～木城線配水管布設工事 新 設 

矢床線配水管布設工事 布設替 

富田町～上城元線配水管布設替工事 布設替 

樋之元線配水管布設替工事 布設替 

牧神配水池配管布設工事 新 設 

麓地区配水管布設替工事 布設替 

 

(8) 災害時に備えた上水道の確保 

  ●災害に備えた自己水源の確保を図ります。 

  ●災害に強い上水道施設の整備を図ります。 

  ●早期復旧のため、他水道事業体等との相互連携、水道産業界や町民との協力体制の確立等 

   により、広域応援体制の充実を図ります。 

 

       自己水源の状況           上下水道施設の整備状況 

施設の概要 種別 
計画取水 

（㎥/日） 
竣工年度 

金丸取水場 表流水 9,000 昭和５７年度 

平伊倉水源池 湧水 （予備） 昭和３７年度 

               (平成３０年３月３１日現在) 

 

 

年度 内容 

平成２６年度 

～２８年度 

・溜水配水池築造工事 

・弁指配水池築造工事 
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２  消防・救急・防災・防犯・交通安全・消費者行政 

 

(1) 消防 

●東児湯消防組合の装備充実、人員体制、消防・救急体制の強化を図ります。 

●「地域は地域住民が自ら守る」という意識を啓発し、また、地域コミュニティの絆を強化 

   するためにも消防団の存在は極めて重要であることから、消防団員の確保や消防技術の向 

   上、消防装備の充実を図ります。 

●耐震性防火水槽や消火栓など、地震時の火災に備えた消防水利施設の整備を図ります。 

●家庭や地域コミュニティにおける防火意識を高め、互いに見守り助け合う環境づくりに取 

   り組むとともに、区長会等で周知を図り住宅用火災警報器の設置普及率を高めます。 

●事業所での防火体制の充実、自主消防組織の整備を促進します。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※条例定数は２６９名         （平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

 

消防団組織表 

所属 人数 所属 人数 

団長 １  ８部 １５ 

副団長 ２  ９部 １５ 

分団長 ４ １０部 １５ 

ラッパ部 ８ １１部 １４ 

 １部 １６ １２部 １４ 

 ２部 １５ １３部 １３ 

 ３部 １３ １４部 １７ 

 ４部 １５ １５部 １７ 

 ５部 １３ １６部 １４ 

 ６部 １６   

 ７部 １５ 合計 ２５２ 

 

●消防・救急体制が充実し、安心して暮らせるまち 

●河川の整備等による災害に強いまちづくりと地震や津波等のまさかの時に備えた態勢 

 が充実し、安心して暮らせるまち 

●「地域は地域住民が自ら守る」という意識の下で、町民同士が助け合い見守り合う地 

 域コミュニティが機能するまち 

●防犯体制や防犯意識の向上を図るとともに、歩行者の安全を最優先し、交通安全意識 

 の徹底により事件・事故を未然に防ぐまち 

●一人ひとりが正しい消費者意識を持ち、安心して暮らせるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 
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                  （平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       自主防災組織に配備された防災資機材  

 
 

消防団の装備状況 

水槽付き消防ポンプ自動車 １ 

普通ポンプ自動車 ２ 

小型動力ポンプ付積載車 １４ 

消火栓 ３４２ 

防火水槽 １５９ 

自主防災組織一覧 

地区 結成年月日 地区 結成年月日 

麓地区 平成１９年１０月３１日 東五反田地区 平成２６年１２月１０日 

鬼付女地区 平成１９年１０月３１日 一丁田地区 平成２７年 １月 １日 

新町地区 平成２０年 ４月 １日 上今町地区 平成２７年 ２月２２日 

竹渕地区 平成２０年 ４月 １日 軍瀬地区 平成２７年 ５月２１日 

平田地区 平成２０年１２月２５日 平伊倉地区 平成２７年 ７月１６日 

伊倉地区 平成２１年 １月１１日 横江地区 平成２７年１０月 １日 

野中地区 平成２１年 １月１８日 西五反田地区 平成２８年 １月 １日 

六反田地区 平成２１年１２月２１日 田中地区 平成２８年 ２月 １日 

八幡地区 平成２２年 １月 １日 柳瀬地区 平成２８年 ４月 １日 

湯之宮地区 平成２２年 ７月 １日 今別府地区 平成２８年 ５月１９日 

弁指地区 平成２２年１２月１４日 溜水地区 平成２８年 ６月 ７日 

大渕地区 平成２４年 ５月 １日 新田新町地区 平成２８年 ６月１３日 

江梅瀬地区 平成２４年 ８月 ６日 中村地区 平成２８年 ８月 １日 

越馬場地区 平成２５年 ５月１５日 下城元地区 平成２９年 １月１６日 

祇園原地区 平成２５年 ６月３０日 大和地区 平成２９年 １月２３日 

東畦原地区 平成２５年 ７月１０日 岩脇地区 平成２９年 ８月 １日 

三財原地区 平成２６年 ５月１８日 下三納代地区 平成２９年１２月２０日 

 （平成３０年４月１日現在） 

町内水利施設数 

消火栓 ３４２ 

防火水槽 １５９ 

プール ９ 

河川 ４ 

（平成３０年４月１日現在） 
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      ※調整交付金事業及び町単独事業での防火水槽の設置を行っている。 

                  

(2) 救急 

  ●高規格救急車の導入や救急救命士の確保などにより、迅速な救急活動に必要な体制づくり 

   を促進します。 

  ●救助体制強化のため、装備の充実や人員の確保などを促進します。 

 

(3) 防災 

  ●「新富町建築物耐震改修促進計画」(平成２９年度改訂)に基づき、建築物の耐震診断及び 

耐震改修等を進めることにより、建築物の耐震化や不燃化などを図り、災害に強いまちづ 

くりを進めます。耐震化促進のための取組として、「新富町地震ハザードマップ」(平成２ 

９年度作成)を活用した啓発を図ります。 

  ●東日本大震災や熊本地震を教訓に「地域防災計画」及び「ハザードマップ」の検証・見 

   直しを行い、避難路・避難場所の確保、的確な情報の収集、発信のための基盤整備を行い、 

   災害予防体制並びに減災のための体制強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

完成した津波タワー 

※５ ハザードマップ：自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものである。予測される災害 

の発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報が既存の地図上に図 

示される。 

※６ 減災：災害に対する備えとして、「被害を出さない」ことを目指すのではなく、「災害による被害をできる 

だけ小さいものにとどめる」ことを目指す考え方。また、そのための一連の取組 

耐震性防火水槽設置状況 

年度 設置基数 設 置 箇 所 

昭和５６ ２ 平伊倉、新田原 

昭和６２ １ 六反田 

昭和６３ ２ 麓、溜水 

平成元 ２ 八幡、伊倉 

平成２ ４ 今別府、新馬場、塚原、軍瀬 

平成３ ４ 中村、湯風呂、岩脇、平伊倉 

平成４ ４ 東畦原、野中、末永、一丁田 

平成５ ３ 大渕、上城元、追分 

平成６ １ 下三納代 

平成１２ １ 中村 

平成１５ １ 中須 

平成１８ １ 柳瀬 

平成２３ １ 湯之宮 

平成２７ １ 西五反田 

  

※６ 

※５ 
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●地域防災の拠点となる消防機庫の建替えや町指定の避難所等に防災倉庫を設置するほか、 

各地区に防災資機材の提供を行うとともに、大規模災害時や緊急事態における避難者の緊 

急的な生活環境確保、救援物資や救助隊等の受入態勢づくり等、災害応急対策の充実を図 

ります。 

●平成２５年１０月に宮崎県が公表した地震・津波による被害想定と減災効果をもとに、巨 

   大地震や大津波から町民の「命を守る」ことを基本として、被害の最小化を目指し減災対 

 策を推進します。 

●平成２７年の関東・東北豪雨災害、平成２９年の九州北部豪雨災害では、河川氾濫・堤防 

決壊などの甚大な被害が発生したことから、砂防・治水施設の能力には限界があり、大洪 

水は必ず発生するものへと意識を変革する必要があります。国・県と協力し、社会全体で 

洪水に備える「水防災意識社会」の再構築を図ります。町民が自ら早めに円滑かつ安全な 

避難行動をとるための避難勧告等発出までのタイムラインの整理・見直しを進めます。 

●地域や職場等における防災リーダー（防災士）と自主防災組織の育成を行い、東児湯消防 

   組合と連携した防災訓練を行うとともに、避難行動要支援者名簿を福祉課と共有し、自力 

   避難困難者の具体的な支援方法の確立を図ります。 

  ●南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び地域防災計画等を基に、 

津波避難対策の推進計画を作成し、迅速な避難が行えるよう施設の整備を行います。 

   また、避難訓練の実施により自主避難や近隣での助け合いの意識を高め、自助・共助と公 

   助の連携を図ります。 

  ●災害時には市町村を越えた迅速な応急対策、復旧がなされるよう、近隣市町村及び国や県 

との連携を図ります。 

  ●河川の護岸改修や急傾斜地などの防災対策の促進及び治山・治水対策の充実に努めること 

とし、平成２２年度に着手した一ツ瀬川河川改修事業の早期完成とその他の県指定二級河 

川の整備について整備要望活動を継続します。また、猿ケ瀬川の二級河川指定区間外の上 

流部については、引き続き事業の推進に努めます。 

 

(4) 防犯 

  ●青色パトロール車で定期巡回を行い、不審者対策等町内の安全を図ります。 

  ●高齢者クラブ等を対象とした講習を行い、振り込め詐欺や空き巣等の被害に遭わないため 

   の防犯知識の向上を図ります。  

  ●自転車盗難、車上狙いや住宅侵入盗の被害を未然に防止するため、鍵かけの徹底等に対す 

   る自主的な防犯意識の啓発に努めます。 

   

 

※７ 防災士：「自助」「互助」「協働」を原則として、社会の様々な場で、減災と社会の防災力向上のための活動 

が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、日本防災士機構で認められた 

人。 

※８ 避難行動要支援者名簿：災害時に自ら避難することが困難であり、特に支援を要する人を対象とした名簿。 

平成２５ 年の災害対策基本法の改正により市町村に作成が義務付けられた。 

※９  自助： 自分でできることは自らの力で行うこと。 

共助： 自分だけでは解決や行うことが困難なことについて、周りの人たちと助け合うこと。 

公助： 自助・共助では解決できないことについて、行政機関などが支援を行うこと。 

 

※７ 

※８ 

※９ 
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●町内外で発生した事件・事故等に関する情報をホームページやメール配信システムを活用 

   して情報提供し、注意喚起を図ります。 

  ●町内通学路等の主要道路及び地区内に防犯灯の設置を行い、犯罪や事故のない、安全で安 

   心なまちづくりを推進します。 

 

※防犯灯設置①：ＮＴＴ・九電柱共架柱取付け 
           ※防犯灯設置②：鋼管柱 引込経間２５ｍ以内 
 

(5) 交通安全 

  ●高齢者クラブ等を対象とし講習を行い、交通安全意識の向上を図るとともに、児童・生徒 

   の下校時間に合わせて青色パトロール車で巡回し、交通安全指導を行います。また、交通 

   指導員による街頭指導を行うことで運転者のマナー向上と交通事故の防止を図ります。 

  ●交通安全対策協議会を通じて、交通安全協会、学校、ＰＴＡ、警察等と連携をし、地域一 

   体となった交通安全対策の充実を図ります。 

  ●交通事故の発生状況を把握し、多発箇所や危険箇所等に関する情報提供をホームページや 

   メール配信システムを活用して行い、交通安全意識の向上と事故防止を図ります。 

  ●反射材の利用を促進し、歩行者・自転車利用者の夜間における交通事故防止を図ります。 

  ●危険箇所などにカーブミラーを設置するとともに、信号機や標識などの設置の要望を行い 

   ます。 

 

 

 

 

                       （平成３０年４月１日現在） 

 

(6) 消費者行政 

  ●正しい消費者知識を習得し、自己の意思と責任で対応できるよう消費者教育・啓発の充実 

   を図ります。 

  ●県消費生活センターや警察署等の関係機関と連携を図り、相談業務や広報誌等による消費 

   者問題の啓発を実施し、トラブルの未然防止と迅速な解決に努めます。 

  ●西都・児湯消費生活センターの巡回相談の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

防犯灯の設置実績 

工 種 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

防犯灯設置① ２２３基 １００基 ９２基   ７９基 

防犯灯設置② ２５基 １３基 ２２基 ２５基 

合 計 ２４８基 １１３基 １１４基 １０４基 

          カーブミラー設置実績 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

１５基 １５基 １３基 ８基 
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３ 基地対策 

 

(1) 騒音対策 

  ●住宅の防音工事について、指定区域告示後の全ての新築家屋についても防音工事の補助対 

象となるよう、国に強く求めていきます。 

  ●住宅の防音工事の補助対象区域について、騒音障害の実態に即して拡大するよう、国に強 

く求めていきます。 

  ●防衛施設である航空自衛隊新田原基地の設置及び運用に伴う騒音の低減を図るよう、対策 

   の充実を国に強く求めていきます。 

  ●防音工事の希望届を提出しているにもかかわらず、工事が実施されていない待機世帯を早 

期に解消するよう国に求めていきます。 

●防音工事で設置された空調機器等や建具の修繕や取替えについては、早期に解消できるよ 

う国に強く求めていきます。 

 

(2) 障害防止対策 

  ●東大谷地区排水対策として、猿ケ瀬排水路の整備を関係機関と連携し、新田西地区農地整 

備と同時に整備を図ります。 

  ●大和地区洪水対策（洪水調整池）として、大和地区農地整備と同時に整備を図ります。 

 

(3) 生活環境整備（基地周辺対策） 

  ●防衛省所管の補助事業を積極的に活用し、道路・河川改修等各種分野において生活環境の 

   向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●航空機による騒音等の対策が充実したまち 

●基地の設置と運用による障害の防止が充実したまち 

●基地の設置と運用に伴う障害の緩和を図る生活環境整備が充実したまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 
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４ 住宅・公園・緑地・環境美化 

 

 

(1) 公営住宅の整備 

   ●「新富町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、適正な管理戸数と質の高い住宅の整備に 

努め、老朽化した公営住宅は、改善等の事業を推進するとともに、公営住宅の長寿命化 

を図ります。 

    また、改善時に福祉対応型等の住宅整備を進めます。 

用途廃止となった住宅団地については土地の有効活用を図ります。 

 

              公営住宅管理戸数            単位：戸             

区    分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

簡平 
１種 １３３ １３３ １３１ １３１ 

２種 ２１２ ２１２ ２０４ ２０４ 

中耐 
１種 ９６ ９６ ９６ ９６ 

２種 １２６ １２６ １２６ １２６ 

その他（町単独） ２５ ２５ ２５ ２５ 

計 ５９２ ５９２ ５８２ ５８２ 

 

             町営住宅管理状況                    単位：戸 

区    分 
仲 
 

伏 

新
町
新 

新 
 
町 

三
納
代 

栗
野
田 

天
井
丸 

宮
ヶ
平 

新 
 

麓 

新
成
法
寺 

成
法
寺 

牧 
 

神 

桜 
 

木 

柳 
 

田 

湯
之
宮 

新
前
原 

計 

簡平 
１種 0 0 0 72 12 14 0 0 0 2 14 13 2 2 0 131 

２種 0 0 6 12 4 38 0 12 5 78 19 21 2 7 0 204 

中耐 
１種 0 12 0 0 32 0 40 0 0 0 0 0 12 0 0 96 

２種 24 16 0 0 32 0 12 0 18 0 0 0 6 0 18 126 

計 
１種 0 12 0 72 44 14 40 0 0 2 14 13 14 2 0 227 

２種 24 16 6 12 36 38 12 12 23 78 19 21 8 7 18 330 

合計  24 28 6 84 80 52 52 12 23 80 33 34 22 9 18 557 

                            （平成３０年３月３１日現在） 

※10 新富町公営住宅等長寿命化計画：公営住宅の建替、改善等の活用法を定め、良質なストックを効果的に長期

活用するとともに更新コストの削減と事業量の平準化等を図る事を目的に平成２２年３月に策定された。 

 

●計画的な土地利用により、良好な居住環境が整備され、民間住宅の整備が進むまち 

●適正な戸数管理などによる質の高い町営住宅サービスのあるまち 

●総合的な施策の推進により定住を促し、住んでよかったと実感できるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

※10 



- 18 - 

 

 

 

 

                      

 

(2) 住宅環境の整備 

  ●都市計画区域及び用途地域を含めた計画的な土地利用を推進し、民間開発の誘導を適正に 

   行い、良好な住宅環境の創出を図ります。 

 

(3) 公園・緑地の整備 
 

  ●「新富町緑の基本計画」に基づき、都市公園等町民の憩いの場となる公園・緑地の整備を 

図ります。 

  ●湖水ケ池公園及び富田浜入江を中心とした地区を親水性レクリエーションの場として整備 

   を図ります。 

  ●町民の身近な憩いの場となる地域公園・緑地の整備を図ります。また、町民ニーズに合っ 

   たその他の公園の整備を図ります。 

 

(4) 環境整備 

  ●地域の環境美化活動に対する支援を行います。 

  ●農地の保全を図り、農業景観の維持を図ります。 

  ●自然環境や生活環境に配慮し、秩序ある土地利用の推進を図ります。 

  ●土地利用者の協力を得て、無秩序な市街地の形成を防止します。 

  ●関係機関と協力し、土地利用に関する規制を適正に実施し、調和のとれた土地利用の推進 

   を図ります。 

  ●新富町都市計画マスタープランに基づき、土地利用の現状や将来性を見極め、適正かつ高 

   度利用を図ります。 

 

(5) 定住の促進 

  ●多くの町民が住み続けたい、また町外の人も住んでみたいと思ってもらえるよう、住環 

   境の整備をはじめ各分野での総合的な施策を図ることにより定住移住を促進します。 

  ●移住による地域活性化を促進するため、都市部等からの人材受入れや起業支援などの取組 

を進めます。 

 

 

 

 

 

※11 緑の基本計画：市町村が、緑地の保全及び緑化の推進を総合的、計画的に実施するために、緑地の保全や 

緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本計画。当町では平成２５年３月策定 

住宅管理状況            単位：戸 

柳田南 しんこうじ 計 

４  ２１  ２５ 

          （平成３０年３月３１日現在） 

※11 
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５ ごみ処理・リサイクル 

 

(1) 適正なごみ処理 

  ●可燃ごみについては、宮崎県ごみ処理広域計画に基づき「エコクリーンプラザみやざき」 

   において、宮崎市・東諸県・西都児湯の広域的共同処理を行います。 

  ●不燃物については、西都児湯クリーンセンターのリサイクル施設において適正処理を図り 

   ます。 

  ●資源ごみについては、西都児湯クリーンセンターのリサイクル施設において適正処理を行 

   い、循環型社会の形成に努めていきます。 

 

(2) ごみ減量化及び資源リサイクルの推進 

  ●平成２９年度の新富町ごみ全体に対して、再資源化率は１５．４％であり、まだまだ資源 

   化（リサイクル）できる物が、焼却ごみ等で処理されているので、資源化率の目標を２０％ 

   として、分別収集の徹底を図ります。 

  ●循環社会形成のため、広報紙・ホームページなどを活用して環境セミナーや環境イベント 

   の案内を行い、資源リサイクルの意識啓発に努めます。 

  ●関係機関との連携により不法投棄監視体制の強化を図るとともに、不法投棄者に対する責 

   任追及に取り組み、ごみの不法投棄の防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※12 循環型社会：廃棄物の発生を出来るだけ抑制し、廃棄物のうち有効なものを資源として再利用し、天然資源

の消費をできる限り少なくして環境への負荷を抑えた社会 

※13 再資源化率：1年間のごみの排出総量に対し、リサイクルした量の割合 

                     ごみ収集量           単位：ｔ（トン） 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

可燃ごみ ４,４５１ ４,６８９ ４,４７６ ４,１８９ 

不燃ごみ ５４ ６７ ５５ ５８ 

資源ごみ ３８８ ４０９ ３８２ ３７７ 

粗大ごみ １０４ １２５ １３８ １１２ 

古 紙 類 ３００ ３１４ ２８０ ２５１ 

 

●ごみの適正処理とリサイクルが徹底され、ごみの減量化が進む環境意識の高いまち 

●ごみの不法投棄やポイ捨てを許さないモラルの高いまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

※12 

※13 
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６ 火葬場施設・墓地 

 

(1) 火葬場の運営 

  ●火葬場施設の円滑な運営を図ります。 

   

(2) 墓地の管理 

  ●周辺環境に調和した墓地の適正な管理を行います。 

 

 

 

 

(1) 自然環境の保全 

  ●合併浄化槽の設置促進により生活排水処理能力を向上し、河川等の水質改善を図ります。 

   また、循環型社会形成推進交付金事業を活用し、浄化槽設置者に対し補助金を交付し、合 

併浄化槽の普及を図り、７０％以上の生活排水処理率を目指します。 

  ●開発行為に関して、環境保護のため適正な監視・指導に努めます。 

  ●水源の涵養や土砂災害防止機能などの多面的機能を持つ森林の適正な保全を図ります。 

  ●アカウミガメなどの貴重な野生生物の保護等を推進するため「富田浜清掃大作戦」を行い、 

町民のみなさんへの環境保全意識の啓発を継続します。また、富田浜にアカウミガメやコ 

アジサシに関する看板を設置し、保護への周知を行います。 

●環境みやざき推進協議会等のセミナーやイベントに積極的に参加し、町民・企業等へ広報 

誌やホームページを活用して、環境に優しい社会づくり意識の啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※14 生活排水処理率：全人口（行政人口＋外国人登録人口）に対する下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄

化槽、コミュニティプラントにより、実際に汚水処理をしている人口の割合。 

 

●適切な設備を有する火葬場施設と周辺環境に調和した墓地が確保されたまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

 

●美しい自然にあふれ、自然とまちが共存するまち 

●合併浄化槽の推進と排水処理対策により、衛生的で水辺環境にやさしいまち 

●家畜排せつ物等が適正に処理され、水質汚染や悪臭などの公害がないまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅱ 自然環境保全・公害 

※14 
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(2) 環境保全意識の啓発 

  ●公共施設への太陽光発電設備の導入を推進し、環境教育の教材としての活用を図るととも 

   に、学校教育で企画される地域の環境美化を支援し、地域におけるゴミ問題への意識を啓 

   発するなど、環境教育の充実を図ります。 

  ●新たに設置する防犯灯及び公共施設を中心にＬＥＤ照明の導入を進めるとともに、省電力 

   照明等の利用促進の啓発を行い、家庭や事業所における環境意識や地球温暖化防止に対す 

   る意識の向上を図ります。 

   

(3) 環境汚染対策 

  ●事業所に対する廃棄物について監視指導に努め、環境保全の取組を事業所とともに行って 

   いきます。 

 

(4) 排水処理対策等の充実 

  ●雨水処置に伴う排水処理対策は、各地域の実情に応じて緊急性・重要性・必要性を勘案し、 

道路や河川改修に併せて排水路の整備を図ります。また、県指定河川については、整備に 

ついての要望活動を継続していきます。 

  ●循環型社会の形成に資するために、し尿処理施設において生し尿や浄化槽汚泥の適正処理 

   を行い、きれいに浄化された水を放流します。 

  ●公害発生源に対する監視・指導の強化を図ります。 

  ●家畜排泄物対策の充実を図るとともに、家畜排泄物の有効利用を図り、公害発生防止に寄 

   与します。 

 

                             （平成３０年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          し尿処理場処理状況               単位：KL 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

生し尿 ２，８７６ ２，７７９ ２，５２４ ２，５１３ 

浄化槽汚泥 １２，８４６ １２，６７７ １３，０１５ １２，９９１ 

計 １５，７２２ １５，４５６ １５，５３９ １５，５０４ 
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(1) 健康管理体制の充実 

  ●地域に出向いて保健指導や栄養指導を行い、町民の健康の保持増進を図ります。 

  ●「こんにちは赤ちゃん訪問事業」や「もぐもぐ教室」、「幼児フッ素塗布」などを通し、 

乳幼児を抱える家庭への支援を行い、母子保健の充実を図ります。 

  ●保健相談センターの充実・活用により、生活習慣の保健指導、生活習慣病などの予防や健 

   康相談及び健康教育の充実を図ります。 

  ●介護予防の面からも高齢者の健康づくり対策を進めます。 

  ●８０歳で自分の歯を２０本残せるよう、歯周病検診の充実や口腔保健についての知識の普 

及を図ります。 

  ●多くの方が集う場を活用し、健康意識の醸成を図ります。新富町はつらつ健康基金事業・ 

保健事業実施計画(データヘルス計画)に基づき、生活習慣病の予防や特定健康診査・各種 

がん検診の受診率の向上に努め、疾病の早期発見・早期治療を図ります。 

  ●こころの健康を高め孤立を防ぐ地域づくりを行うとともに、精神疾患又は身体疾患で受診 

中の患者に対して適切な支援を行うため、「相談・指導・見守り体制」の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●赤ちゃんから高齢者まで、町民の健康管理体制が充実し、生涯を通して町民が元気な 

 まち 

●感染症の予防と備えを推進し、町民の健康を支えるまち 

●限られた医療施設を最大限有効に活かすとともに、宮崎市と西都・児湯地域での広域 

 連携による医療体制を充実し、町民が安心して暮らせるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

「町民誰もが元気で、生涯を通して安心して暮らせるまち」づくりを進めます。 

Ⅰ 保健・健康づくり・医療 

第２節 健康・福祉 

肺がんＣＴ検診車 
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(2) 町民の健康を守る取組の推進 

  ●町民の健康を守るため、健康増進計画の見直しを行い、効果的、かつ、きめ細やかな対応 

の推進を図ります。 

  ●定期予防接種及び任意予防接種に対する助成を行い、疾病予防の推進を図ります。 

  ●町民の健康を守るため、感染症を予防する生活習慣（手洗い・うがい・バランスの良い食 

事・休養・禁煙・口腔ケアなど）や予防接種について、健康教室や健康診査などの機会を 

   活用し、その有効性や正しい知識の普及を図ります。 

                      健康診査の受診状況 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度 

特 定 健 康 診 査 
1,348人 1,527人 1,569 人 1,594人 

36.3％ 42.6％ 45.6％ 47.6％ 

胃 が ん 検 診 
1,314人 1,379人 1,379 人 1,299人 

23.0％ 13.0％ 13.0％ 12.2％ 

子 宮 が ん 検 診 
1,116人 1,091人 1,035 人 1,067人 

26.3％ 14.7％ 14.0％ 14.6％ 

肺がん検診 

Ｘ－Ｐ 
1,058人 1,029 人 771 人 777人 

18.5％ 9.7％ 7.2％ 7.3％ 

ＣＴ 
176 人 342人 317 人 618人 

3.1％ 3.2％ 3.0％ 5.8％ 

大 腸 が ん 検 診 
1,849人 1,995人 2,093 人 1,911人 

32.3％ 18.8％ 19.7％ 17.9％ 

乳 が ん 検 診 
695 人 692人 621 人 795人 

19.8％ 12.3％ 11.0％ 14.0％ 

歯 周 疾 患 検 診  ―  人 113人 120 人 78人 

前立腺がん検診 
758 人 762人 869 人 828人 

42.2％ 19.4％ 22.2％ 21.2％ 

肝炎ウィルス検診 402 人 468人 377 人 90人 

妊婦一般健康診査

(医療機関委託) 

実人員 244 人 242人 213 人 202人 

延人員 2,011人 1,712人 1,512 人 1,451人 

乳児一般 

健康診査 

医
療
機
関

委
託 

１回目 145 人 124人 121 人 101人 

２回目 102 人 99人 96 人 96人 

町実施 
149 人 144人 132 人 133人 

98.0％ 97.3％ 96.4％ 98.5％ 

１歳６か月児健康診査 
174 人 147人 144 人 143人 

97.8％ 98.7％  97.3％ 98.6％ 

３歳児健康診査 
166 人 162人 186 人 146人 

98.2％ 96.4％ 96.9％ 99.3％ 

※妊婦一般健康診査・乳児一般健康診査は対象者及び受診者が年度をまたぐため、実・延人数を掲載 
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  ●関係機関と連携し、過去の感染症発生の例を踏まえて予防に関する問題点を共有し、具体 

   的な予防対策を周知します。また、発生時には国の行動計画に基づいて対応することとし、 

   医療機関とも協力し混乱を防止するなど、対策の充実を図ります。 

 

(3) 結核対策の推進 

  ●結核を予防するため、１歳未満までの乳児に対しＢＣＧワクチンの１００％接種を目指し 

   ます。 

  ●結核に関する正しい知識の普及により、町民の感染予防や６５歳以上の方の結核検診の受 

診率向上に努めます。 

 

 

結核検診受診状況 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

対象者数 ２,６５０人 ４,５９８人 ３,３３１人 ３，３８３人 

受診者数 １,６４８人 １,５４１人 ２,２０２人 ２，０７８人 

受 診 率 ６２.２％ ３３.５％ ６６.１％ ６１.４％ 

                           ※対象年齢 ６５歳以上 

 

(4) 地域医療体制の整備 

  ●町民の医療ニーズに対応して、児湯地域の周産期医療・救急医療体制の整備を図るなど、 

   安心して暮らせる地域医療体制の整備に努めます。 

  ●初期医療（一次医療）としてかかりつけ医を推進するとともに、一次医療機関が入院治療 

   等を必要とする患者を二次・三次医療機関に紹介し、入院を終えた患者に対しては引き続 

   き在宅医療を行う役割も担うなど、医療機関相互の連携が図られるよう地域の医療体制の 

   充実を図ります。 

  ●医師会の協力を得て、夜間や休日の医療体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

※15 周産期医療：妊娠、出産期における母体と胎児に対する産科的な医療と、何らかの異常のある新生児に対 

する小児科的な医療をあわせた医療のこと。 

※16 一次医療機関、二次・三次医療機関：一次医療機関とは、一般的な疾病や外傷等に対し診療所のかかりつ 

け医等により外来診療による治療を受ける医療機関。二次医療機関とは、入院して検査や治療を受ける医 

療機関のこと。三次医療機関とは、高度な医療、著しく重症な患者が検査や治療を受ける医療機関のこと。 

１歳未満のＢＣＧ接種状況 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

対象者数 ２１１人 ２０７人 １４４人 １２９人 

接 種 者 １３９人 １５４人 １３１人 １２８人 

接 種 率 ６５.９％ ７４.４％ ９１.０％ ９９.２％ 

※15 

※16 
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医療機関の状況 

区   分 

病 院 数 一般診療所数 歯科診療所数 
人口                     

10月 1日現在   
人口千人 
当 た り 

  
人口千人 
当 た り 

 
人口千人 
当 た り 

新富町 
平成 24 年 0 0 12 0.67 4 0.22 17,856人 

平成 27 年 0 0 11 0.63 4 0.23 17,388人 

宮崎県 
平成 24 年 140 0.12 903   0.80 514  0.46 1,125,909 人 

平成 27 年 140 0.13 895 0.81 514 0.47 1,104,377 人 

資料：平成２４・２８年度版 「保健所業務概要」、平成２８年版 宮崎県の医療薬務事情より 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ●レセプト（診療報酬明細書）点検を充実させ、医療費の適正化を図ります。 

  ●特定健康診査、各種がん検診の受診率の向上を図るとともに、健康相談や健康教室におけ 

   る保健指導・栄養指導などにより、被保険者の健康増進を図ります。 

  ●ジェネリック医薬品の積極的な推進や多受診・重複受診に対する適正指導を行うなど医療 

   費の適正化に取り組みます。 

  ●特定健康診査による適切な保健指導を行うなど早期発見・早期治療を行い、医療費の削減 

   に取り組みます。 

  ●特定健康診査結果及びレセプトデータ情報を基にコホート調査を行い、生活習慣病対策や 

健康寿命の延伸に活用します。 

  ●国民健康保険税の収納率の向上を図るため、納税相談やパンフレットの配布など、被保険 

   者の納税意識の啓発に努めます。 

 

 

 

 

※17 レセプト：医療機関が公的医療保険の運営者へ医療費を請求するための、処置・検査・処方薬などが記載 

された診療報酬明細書のこと。 
※18 ジェネリック医薬品：製薬会社が開発した医薬品の特許が切れた後に、別のメーカーが同じ有効成分でつ 

くる後発医薬品のこと。 

※19 コホート調査：特定の地域や集団に属する人々を対象に、個人の健康状態と生活習慣や環境などの要因と 

の関係を調べ、その後の病気の発症との関連を調べる研究方法のこと。 

 

●国民健康保険加入者の健康づくりを通して医療費の増加を抑制するとともに、適正な 

  制度運営がなされるまち 

●国民健康保険税の公平な負担がなされるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

※18 

※19 

※17 

Ⅱ 国民健康保険 
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(1) 地域包括ケアシステムの構築 

  ●高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活が可能とな 

るよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供できる「地域包括ケア 

システム」の構築を目指します。 

 

(2) 高齢者の健康づくり   

●新富町地域福祉計画に基づいた総合的な福祉サービスの推進を図ります。 

●地区集会所で行う住民主体の体操教室等の普及や誰でも立ち寄れる居場所作り等の支援を 

行い、高齢者が心身ともにいきいきと生活できる環境づくりを進めます。 

 

(3) 高齢者のいきがいづくり 

●高齢者雇用の場としてシルバー人材センターの活用を図ります。 

●共助である住民同士の助け合いを行う人材の育成や住民が集える居場所の立ち上げの支援 

を行うことで、いつまでも一人の人間として尊重される環境づくりを進めます。 

●生涯学習講座やボランティアへの参加など生きがいづくりの充実を図ります。 

 

(4) 高齢者福祉サービスの充実 

  ●新富町社会福祉協議会及び町内の福祉事業所等と連携し、ボランティア団体の活動の充実 

   と高齢者のニーズ把握を通して、高齢者福祉サービスの充実を図ります。 

  ●一般高齢者や家族介護者の負担軽減のため、生活支援事業の充実を図ります。 

  ●地域で高齢者等を見守るネットワークづくりを図ります。 

  ●認知症総合支援において、認知症の人及びその家族に対するケアを行う認知症カフェ等の 

運営支援や住民へ認知症に対する正しい知識の普及を図ります。 

 

(5) 高齢者にやさしいまちづくり 

●道路や公園などのバリアフリー化を進め、高齢者でも安心して外出し、余暇などを楽しめ 

 るまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

●高齢者の健康づくりや生きがいづくりを推進し、高齢者が元気に暮らせるまち 

●高齢者福祉を支える人や団体等を支援し、充実した高齢者サービスが行われるまち 

●地域で高齢者を見守り、高齢者が安心して暮らせるまち 

●医療機関の連携等により高齢者医療や介護施設が充実したまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅲ 高齢者福祉・高齢者医療・介護保険 
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(6) 高齢者医療 

●関係機関との連携の強化を図り、高齢者医療の充実及び健康増進に努めます。 

 

(7) 介護保険制度の充実 

●地域の日常生活における課題について調査を行い、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業 

 計画を策定し、まちづくり施策等と連携させることにより保健福祉・介護サービスの充実 

 を図ります。 

●住み慣れた地域で健康を維持し自分らしい暮らしを続けることができるよう、総合的かつ 

継続的な介護予防の充実と推進に努めます。 

●介護保険制度における給付の適正化を図り、適切な介護サービスの確保及び制度の健全な 

 運営に努めます。 

 

 

 

 

 

(1) 障がいに対する医療の充実 

  ●障がいの発生原因となる疾病の予防や事故の防止に対する知識の周知を図ります。 

  ●健康診査等の充実を図り、乳幼児健康診査において支援が必要と判断された発達障がいな 

   どの児童について、それぞれの状況に応じた育児支援、アドバイス、母親の育児不安の軽 

   減のための支援を行い、障がいにつながる疾病の早期発見・早期療育を図ります。 

  ●障がい者への医療・リハビリテーションなどに対する支援制度の充実、支援内容の周知を 

   図ります。 

  ●精神保健に関する理解の促進を図り、精神疾患を抱える人を適正な医療に繋げるよう支援 

します。 

 

(2) 生活支援の充実 

  ●生活支援の充実を図るため、総合的な相談支援体制を整備し、個々のニーズや課題にきめ 

細かく対応し、必要に応じた福祉サービスに繋げます。 

  ●知的障がい者など判断能力や意思決定能力が十分でない方の権利擁護に関して、地域で自 

立した生活を送れるよう、関係機関・団体と連携します。 

  ●障がい者の自立と家族の負担軽減のため、障害の特性に応じ専門家に相談できる体制の整 

 

●障がいや障がい者に対する町民の理解と思いやりがあるまち 

●障がいを引き起こす原因の発生を抑止するための知識の周知が進んだまち 

●障がい者の生活支援や自立を地域ぐるみで支えるまち 

●発達障がい児の早期支援・早期療育に力を入れるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅳ 障がい者福祉  
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備、介護給付や訓練等給付の充実、障がい児が教育を受けられる環境の充実、住宅改造へ 

の支援を推進します。 

  ●障がい者の自立を支援し、家族の負担を軽減できるよう、介護給付及び訓練等給付の充実、 

   教育環境の充実並びに住宅改造への支援等を推進します。 

  ●障がいの重度化・重複化、障がい者の高齢化などを踏まえ、さまざまな障がい者が利用で 

   きるように、近隣市町村の施設とも協力し、施設サービスの提供を図ります。 

  ●保健・医療・福祉・教育・雇用・建設などの各分野間で施策の連携を図るとともに、地域 

   福祉計画に沿って地域としての活動を充実させ、総合的なサービスの提供を図ります。 

 

(3) 社会参加の推進 

  ●公共施設、道路、公園などにおけるバリアフリー化を進め、障がい者にやさしいまちづく 

   りを図ります。 

  ●関係機関と協力して、障がい者の雇用促進に対する支援を進めます。 

  ●障がい者に対する理解や関心を高めるため、啓発活動や福祉教育の充実を図ります。 

  ●障がい者との交流を図るスポーツ大会や文化イベントを促進します。 

   

 

 

 

 

  

(1) 子育て支援の充実 

  ●新富町子ども・子育て支援事業計画（平成２６年度策定）に基づいた総合的な子育て支援 

   の推進を図ります。 

  ●保育士の質の向上や保育内容の研究など保育の充実を図ります。 

 ●乳幼児保育、延長保育、一時預かり保育、障がい児保育、病後児保育など多様なニーズに 

  合った保育内容の充実を図ります。 

  ●子育て支援センターの充実を図ります。 

  ●乳幼児、児童・生徒の医療費助成の充実を図ります。 

  ●妊娠・出産から子育てまで切れ目ない支援を図ります。 

 

※20 地域福祉計画：地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、住民等の参加を得て地域の要支援者の生活

上の解決すべき課題（生活課題）とそれに対応する必要なサービスの内容や量、その現状を明らかにし、か

つ、確保し提供する体制を計画的に整備することを目的とした計画 

 

●多様化する保育ニーズに応える保育環境と子育て相談体制が効果的に機能し、安心して 

 子育てができるまち 

●保育士の資質が高く、質の高い保育が行われるまち 

●家庭と地域が一体となって見守る環境の中で、子ども達が元気に遊ぶまち 

●充実した取組により、子育て世代が町外から移住してくるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅴ 児童福祉  

※20 
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乳幼児及び児童生徒医療費助成の実績        単位：件、円 

   平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

乳幼児 
件数 18,520 19,098 18,399 16,856 

医療費助成額 27,072,994 28,242,234 25,855,286 24,406,084 

児童生徒 
件数 17,453 17,594 18,595 16,774 

医療費助成額 32,242,875 30,867,360 36,357,034 35,847,510 

高校生等 
件数 ― ― 4,420 4,317 

医療費助成額 ― ― 11,097,059 10,023,643 

合計 
件数 35,973 36,692 41,414 37,947 

医療費助成額 59,315,869 59,109,594 73,309,379 70,277,237 

 

(2) 児童の健全育成 

  ●定期的に個別ケース検討会議を開き、関係機関との情報共有を図りながら、家庭及び地域、 

   企業、学校、行政、民生委員・児童委員、母子保健推進員などが一体となって、児童を健 

   全に育成できる環境の整備を進めます。 

  ●放課後児童クラブなどを通して、健全育成環境の充実を図ります。 

 

(3) 環境の整備 

  ●子どもの居場所等の環境整備を行い、子どもたち同士の交流の場の確保を図ります。 

  ●公園の遊具などの新設及び維持管理に適切に取り組み、子どもたちの安全確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援センターの開設状況 

八幡子育て支援センター 平成１０年開設 

子育て応援スポットあんのん舎 平成２１年開設 

のぞみ子育て支援センターはぐくみ 平成２９年開設 

上新田児童遊園 
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(1) 低所得者福祉 

  ●民生委員・児童委員、福祉事務所等と連携することにより各世帯の実態を把握し、相談・ 

   指導体制の充実を図り、生活の安定を支援します。 

  ●経済的自立を促進するため、関係機関と情報共有のための協議会を設置し、連携して就労 

   支援に当たります。 

 

(2) 母子・父子家庭福祉 

  ●各種支援制度の周知と利用促進を図り、生活の安定と向上を図ります。 

  ●関係機関・協議会との会議・研修等に参加し、情報の共有及び連携を図りながら、各種貸 

   付金制度等の利用促進等による経済的自立を支援します。 

  ●関係機関・協議会との連携を図り、情報を共有しながら、生活相談や児童福祉等相談・指 

   導体制の充実を図ります。 

  ●母子・父子家庭の組織活動を通じて、相互交流や親睦を図ります。 

 

 

母子・父子家庭福祉、支援制度の利用状況 

 

○児童扶養手当                               単位：人 

年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

受給者数 ２３２ ２０１ １８９ １８９ 

   
○ひとり親家庭等医療費助成制度       単位：人、円 

年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

受給資格者数 4,107 3,416 3,149 3,721 

医療費助成額 8,651,325 6,370,819 5,843,922 6,945,148 

   

 

 

 

 

 

 

●地域から取り残された人や世帯がいないまち 

●相談体制や自立支援が地域ぐるみで行われるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅵ 低所得者福祉・母子父子家庭福祉 
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(1) 家庭教育の充実 

  ●家庭での幼児教育の重要性について、講習会などで啓発を図るとともに、幼稚園・保育所、 

   関係機関とも連携した各種研修会を開催し、保護者・地域の理解を得ながら、家庭教育に 

   対する支援を行います。 

 

(2) 幼稚園や保育所での幼児教育の充実 

  ●職員の資質の向上や教育内容の研究など、幼児教育の充実を図ります。  

 

 

 

  

 

●家庭教育への支援により、自信を持って幼児教育を進めることができるまち 

●幼児教育を担当する関係機関との連携により、家庭への的確なアドバイスがなされる 

 まち 

●家庭と幼稚園や保育所、そして地域が一体となって、子ども達の健やかな成長を育み、 

 子ども達が元気いっぱいなまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

 

●校舎等の整備を進め、快適な学習環境の中で児童・生徒が勉強できるまち 

●教職員の資質の向上と負担の軽減を図り、優れた学習指導等が行われるまち 

●学校でも家庭でも児童・生徒が進んで読書活動に取り組むまち 

●家庭、学校、地域が連携して児童・生徒の学習や社会体験活動をサポートするまち 

●障がいのある児童・生徒が安心して学校で学習できる環境が整ったまち 

●高齢者との交流を通して、様々な知恵や技術が子どもに伝えられるまち 

●人と人、人と地域のつながりの大切さを学びながら、共助と自立の精神、郷土への自信 

 と誇りにあふれた子ども達が成長していくまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

「子どもも大人も学ぶ意欲が高いまち、文化やスポーツの振興を通して郷土への

誇りを育て、積極的な町民性にあふれたまち」づくりを進めます。 

Ⅰ 幼児教育 

Ⅱ 義務教育 

第３節 教育・文化・人づくり 
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(1) 教育施設の整備 

  ●学校教育の充実を図るため、教育施設の整備に努めます。 

  ●学校施設で、老朽化している施設については改築などを計画的に進めます。 

  ●地域コミュニティの中核施設及び防災拠点としての役割を視野に入れた学校施設の整備を 

   図ります。 

  ●学校給食を通じた学習、食育機能の役割を果たす学校給食共同調理場の整備を行います。 

            

              学校校舎建設等事業の状況 

 平成１６年度 上新田中学校新校舎建設工事完了 

 平成２０年度 富田小学校校舎耐震補強完了 

 平成２１年度 富田小学校追分分校校舎屋根スラブ補強工事完了 

 平成２１年度～ 

 平成２２年度 
新田小学校校舎建設工事完了 

 平成２１年度～ 

 平成２２年度 
富田中学校校舎建設工事完了 

 平成２２年度～ 

 平成２３年度 
新田中学校校舎建設工事完了 

 平成２８年度～ 

 平成２９年度 
上新田小学校校舎建設工事完了 

                         （平成３０年３月現在） 

 

(2) 教育内容の充実 

  ●基礎的、基本的な内容の確実な定着を図るため、少人数指導など指導方法や指導体制を工 

   夫し、学力向上を図ります。 

  ●豊かな心を育成するために、道徳教育の充実や読書活動の推進を図ります。 

  ●心身の健康増進のために、健康安全教育の充実や食育の推進を図ります。 

  ●教職員研修の充実による指導方法や指導体制の改善を図ります。 

  ●小中学校９年間を見通した指導体制を構築し、一貫性・連続性のある教育を推進します。 

  ●本町の歴史や自然などを活用し、特色ある体験活動の充実を図ります。 

 

(3) 教育環境の充実 

  ●学力向上及び特別支援教育のため、各学校に非常勤講師を配置し、学校教育の充実を図り 

   ます。 

  ●児童・生徒に対する心のケアのため、各学校へのスクールカウンセラーやスクールアシス 

   タントの配置を促進します。 

  ●児童・生徒の海外派遣事業を推進し、国際化に対応できる人材育成を推進します。 
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  ●パソコンや電子黒板等の情報機器の整備・充実に努め、指導法の改善を図ります。 

 

(4) 学社融合の推進 

  ●家庭・地域社会・学校の三者が連携し、地域社会の教育資源、人材などを積極的に取り入 

   れ、心豊かな児童・生徒の育成を図ります。また、地域の行事などに積極的に参加し、郷 

   土に誇りを持つ児童生徒の育成を図ります。 

  

(5) 特別支援教育の充実 

  ●障がいのある児童・生徒も安心して教育を受けられるような環境づくりを進めるとともに、 

   社会参加の促進に繋がるような特別支援教育の充実を図ります。 

 

(6) いじめ防止対策の取組 

  ●新富町いじめ防止基本方針及び各小中学いじめ防止基本方針の保護者等への周知を図りま 

   す。 

  ●西都児湯いじめ防止専門家委員会を活用し、いじめ防止のための調査研究等有効な対策を 

   検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 健全育成環境づくり 

  ●「家庭教育支援ケース会議」を充実し、情報の共有と適切な対応ができるよう関係機関 

   と連携を図り、青少年やその家族に対する相談・指導体制の充実を図ります。 

  ●有害な図書や玩具の排除など健全な環境の創出を図ります。 

 

 

 

 

 

   

※21 電子黒板：パソコンの文字や画像をディスプレイ(スクリーン)に映し出し、直接、文字や絵を書き込んだ 

り、文字や画像を移動したり、拡大・縮小、保存等ができる機器。 

 

●地域や学校、関係機関が連携し、青少年の健全育成を町全体の問題として取り組むこと 

 で、青少年を見守る町民の意識が高く、問題を抱える家庭が孤立しないまち 

●人と人、人と地域のつながりの大切さを学びながら、共助と自立の精神、郷土への自信 

 と誇りにあふれた青少年が育つまち 

●社会性を身に付け自己責任の下で行動できる青少年を育むまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅲ 青少年健全育成 

※21 
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(2) 社会参加の推進 

  ●地域安全パトロール等、地域安全活動の積極的な支援を通し、地域コミュニティにおける 

   助け合いの意識を高めるとともに、地域力の向上を図ります。 

  ●小中学校の登下校時の「あいさつ運動」を通じて、地域住民との世代間交流を図ります。 

  ●子どもの体験活動の指導などで、ボランティア活動や地域社会活動への参加を促進し、社 

会性の醸成を図ります。 

  ●青少年団体の活動に対する補助や活動支援を図ります。 

 

 

  

 

(1) 生涯学習環境の整備 

  ●生涯学習講座修了生などの人材バンクへの登録を積極的に進め、指導者の育成を図ります。 

  ●公立公民館を中心とした生涯学習施設の機能整備を図ります。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合交流センターきらり 

 

生涯学習施設の整備実績 

平成２６年度 総合交流センター建設着手 

平成２７年度 総合交流センターの建設完了 

平成２８年度 総合交流センター「きらり」開館 

平成２９年度 新田公民館移設のための適地選定委託業務の実施 

 

 

●学習施設の整備並びに指導者の確保や学校教育との交流などが図られた学習環境の中 

 で、町民誰もが気軽に生涯学習に参加するまち 

●町民の生涯学習活動の促進と支援を通して、学ぶ意欲の高い積極的な町民性を育む活気 

 のあるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅳ 生涯学習 
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(2) 生涯学習活動の促進 

  ●生涯学習講師地区助成金制度やコミュニティ助成事業を通じて、地域や町民の自主的な生 

   涯学習への取組に対する支援を図ります。 

  ●ニーズに合った生涯学習機会の提供を図ります。 

  ●生涯学習活動と学校教育との交流を図り、学社融合を推進します。 

 

生涯学習機会の提供実績 

平成２６年度 プログラム数 ２７教室 受講者数５２６人 

平成２７年度 プログラム数 ２６教室 受講者数５３４人 

平成２８年度 プログラム数 ２７教室 受講者数５０３人 

平成２９年度 プログラム数 ２５教室 受講者数５００人 

              

生涯学習活動と学校教育との交流実績 

平成２６年度～

平成２９年度 

①中学生と地区住民との交流による、しいたけの駒打ち体験を実施 

②地域婦人連絡協議会による授業参観時の託児を実施 

 

 

 

 

(1) 文化的環境の創出 

  ●新富町総合交流センター「きらり」と新富町文化会館「ルピナスみらい」の機能や設備を 

さらに充実させ、生涯学習や文化活動の拠点となるように環境を整備します。特に総合交 

流センターでは、図書館を町外の方も利用できるよう蔵書充実を図り、生涯学習センター 

の機能とともに幅広い交流の拠点となるよう取組を進めます。 

  ●年齢期に応じた本との出会いの場を提供するとともに、全ての町民が読書を身近に感じ親 

しむことができるよう読書活動の推進を図ります。 

  ●総合文化公園と「るぴーモール虹ヶ丘商店街」間において、にぎわいのある、文化の香り 

   高い、本町の文化・発信のシンボル的な空間創出を図ります。 

 

 

●町民の文化活動及び交流の拠点となる環境が整い、町民が多様な芸術・文化に触れ、 

 交流を通して協働の輪が広がり、生活に潤いのあるまち 

●子どもから大人まで、読書に親しみ「感動する心」と「創造する力」を養い、心豊か 

 に過ごせるまち 

●文化財や伝統芸能などが適正に保護・継承され、町民の郷土への誇りを育むまち 

●町民誰もが気軽にスポーツを楽しめるまち 

●スポーツ大会・合宿等を通じた交流人口の拡大を図るまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅴ 文化・スポーツ 
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(2) 文化施設の活用 

  ●文化会館については町民が利用しやすい施設運営に努め、会館サポーターとの協力で町民 

   の文化活動への参加を促進し、町民と一体となった活用促進を図ります。 

  ●町内外の文化施設のネットワーク化を進め、様々な文化情報を提供できるシステムの確立 

   を図るとともに、講演・演奏会の誘致などにおいて相互協力を進めます。 

 

(3) 文化財の保存と活用 

  ●歴史資料のデータベース化や管理システムの確立を図ります。 

  ●新田原古墳群を史跡公園として整備します。 

  ●国指定の天然記念物である湯之宮座論梅の保護増殖と周辺環境の整備を図ります。 

  ●文化財の保護、専門家による調査研究を行います。 

  ●町民に対して文化財保護意識の啓発を図ります。 

  ●新田原古墳群・湯之宮座論梅などの文化財について、案内板やマップなどでネットワーク 

   化するとともに魅力ある空間づくりを行い、資料館を中心とした町内の学習活動や観光面 

   での活用等を図ります。 

 

データベース化及び管理システムの確立についての実績 

平成２６年度 総合交流センター整備にむけた資料の整理 

平成２７年度 総合交流センター整備にむけた資料の整理と展示資料の選定 

平成２８年度 総合交流センターで資料展示を開始 

平成２９年度 総合交流センターに新富町史資料を移管 

 

新田原古墳群の整備についての実績 

平成２６年度 百足塚古墳調査報告書(遺物編)の刊行、５９号墳の調査 

平成２７年度 ５９号墳発掘調査報告書の刊行 

平成２８年度 ６８号墳の調査 

平成２９年度 ６８号墳の調査 

    

湯之宮座論梅の保護増殖と周辺環境整備についての実績 

平成２６年度 梅の保護を実施 

平成２７年度 新梅園内の暗渠排水を整備 

平成２８年度 新梅園内の土地改良を実施 

平成２９年度 梅園全体の枝の選定などを実施 

 

(4) 文化活動の推進 

  ●町民の文化活動に対して、発表活動の場の提供を図るとともに、指導者の養成・紹介など 

   の支援を図ります。 

  ●地域の郷土芸能などの保存・伝承のため、活動機会を提供するなどして、後継者の養成等 
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   を図ります。 

(5) 誰でも参加できるスポーツの推進 

  ●誰もが参加できるようなスポーツ教室を企画し、高齢者や障がい者も安心して参加できる 

   スポーツ環境づくりを進めます。 

  ●スポーツ推進委員派遣事業などを通じて、地域の自主的なスポーツ活動やスポーツ団体へ 

   の支援を行います。 

  ●スポーツ関係団体とも役割を分担し、各種スポーツ・レクリエーション大会の充実を図り 

   ます。 

  ●町民のスポーツ活動を支援するため、スポーツ指導者の育成を図ります。 

  ●ニュースポーツの導入を積極的に図ります。 

          

ニュースポーツの導入状況 

平成２６年度 

○地区体育部長会・研修会での紹介 

○１１３０県民運動でのニュースポーツ導入（ヴォーテックスＦＢ、 

フリンゴ、レクリエーションオールラウンド） 

平成２７年度 

○地区体育部長会・研修会での紹介 

○１１３０県民運動でのニュースポーツ導入（スーパーブラインドボ 

ール、トリコロマット） 

平成２８年度 

○地区体育部長会・研修会での紹介 

○１１３０県民運動でのニュースポーツ導入（スポーツ吹き矢入門セ 

ット） 

平成２９年度 
○地区体育部長会・研修会での紹介 

○１１３０県民運動で「１０００歩ウォークラリー」を実施 

               

(6) スポーツ施設の整備 

  ●学校施設の地域への開放等の有効活用を図ります。 

  ●町民のニーズに合ったスポーツ施設の整備を図ります。 

  ●スポーツ公園等の整備を行い、サッカー競技を基本とした施設の整備を図ります。 

 

スポーツ施設の整備状況 

平成２６年度 勤労者体育センター床面改修 

平成２７年度 
上新田コミュニティ広場の整備 

富田浜スポーツ交流センターの整備 

平成２８年度 三納代コミュニティ広場の開園 

平成２９年度 
新田テニス広場の砂入り人工芝への改良工事 

日置運動広場の改修及び備品整備 

 

(7) スポーツを通じた交流人口の拡大 
  ●関係団体と連携し、各種スポーツ大会や合宿の誘致を進めるなど、スポーツ・レクリエー 

   ション活動を通じた交流人口の拡大を図ります。 
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(1) ボランティア団体・活動への支援 

   ●地域で活動するボランティア団体の活動への支援を進めます。 

●ボランティア活動の拠点である社会福祉協議会との連携を密にし、地域住民主導によるボ 

ランティア活動への積極的な参加を推進します。 

●学校・地域・家庭をはじめ関係機関団体・企業等との連携のもとに、ボランティア活動に 

必要な知識や技術に関する研修や情報の提供を推進します。 

 

(2) 男女共同参画の促進 

  ●男女がお互いの人権を尊重しあい、一人ひとりの個性や能力を自由に発揮することのでき 

   る男女共同参画社会の実現に向けて広報・啓発に努めます。 

  ●人材の発掘や育成に努め、女性の各種審議会や委員会などへの積極的な登用を進めます。  

  ●新富町男女共同参画計画に基づいた施策に取り組みます。 

  ●一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向け、ＬＧＢＴについての理解を深めるため 

の啓発活動や職員研修、また相談体制の確立などＬＧＢＴの方々に配慮した取組を進めて 

いきます。 

 

(3) 女性を取り巻く環境の整備 

  ●女性の社会参加に向けて、育児や介護に対する社会的支援の充実を図ります。 

  ●母性の保護や女性の心身にわたる健康づくりのため、保健・医療・福祉サービスの充実を 

   図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※23 ＬＧＢＴ:性的少数者の総称で、女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両 

性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、性同一性(トランスジェンダー、Transgender)の各単語の頭文字 

をとったもの。 

 

●多様なボランティアグループが連携し合い、行政とも協力して町の活気を生み出すまち 

●家庭や地域で男女がともに協力しお互いを尊重し合うまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅵ ボランティア・男女共同参画 

※23 
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(1) 農業経営の充実 

  ●農家の高齢化や離農の進行による担い手不足に対して、関係機関との連携を通して、就農 

   支援資金の活用や研修活動の強化に努めるとともに、新規就農者等の受入支援システムを 

構築し、後継者や新規就農者の育成確保を図ります。 

  ●生産及び経営技術力の向上による効率的かつ安定的な農業経営の継続を促すために、関 

   係機関と連携しながら研修会、講演会等の充実を図ります。 

  ●ＴＰＰ１１等の大枠合意により、本町の基幹産業である農畜産業への影響が懸念されます。 

関係機関と連携し、農業振興における補助金の活用や研修活動の強化等に努め、農業経営 

の支援強化を図ります。 

  ●経営の合理化と規模拡大等を図り、競争力のある安定的な農業経営を促すために、農地の 

   集積や法人化を図ります。 

  ●国際化の進展による国の農業政策等の転換に対して、関係機関との連携を強化して農家へ 

   の適格な指導を図ります。 

  ●水田の裏作にそば、小麦等の作付けを推進し、水田の高度利用を図ります。 

  

新規就農者数 

 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

新規就農者 ５人 ５人 ３人 ２人 

 

 

 

●ブランド化に成功した高品質の農作物が安定供給される国内トップクラスの農業のまち 

●新たな代替作物の導入に成功し収益性の高い農業が展開されるまち 

●口蹄疫や鳥インフルエンザを教訓に、病気や災害に強い収益性の高い畜産業が復興した 

 まち 

●農産物加工による高付加価値化に成功した人気商品が収益を高め、観光産業等の他産業 

 にも効果を与えるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

「後継者がやりがいを感じる収益性の高い第一次産業が元気なまち、町内での消

費循環と町外からの誘客促進で商店街等がにぎわいのあるまち、安心して働ける

雇用環境のあるまち」づくりを進めます。 

Ⅰ 農業 

第４節 産業・経済 
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(2) 農産物加工・流通対策の充実 

   ●加工による農産物の高付加価値化など６次産業化の推進を図るとともに、特産品の開発を 

図ります。 

  ●市場のニーズの把握に努め、新たな農産物の導入を図るとともに、県内外での農産物フェ 

   アの開催等を通し、新規市場の開拓、流通体制の強化などによるブランド化や産地のイメ 

   ージアップを図り、農産物の商品価値を高めます。 

  ●他産業部門に対して農産加工品の開発支援を行うとともに、観光部門との連携を図りなが 

   ら、農産物やその加工品の販路拡大を図ります。 

 

(3) 農業生産基盤の整備 

  ●土地改良事業により農業基盤整備を進め、生産性の向上を図ります。 

  ●大和地区及び新田西地区ほ場整備の更なる推進を図ります。 

  ●一ツ瀬川総合パイロット事業の未施工地区については、検討部会において具体的な対応策 

   を検討します。 

  ●老朽化した土地改良施設（用排水路、農道、排水機場など）の改修を図ります。  

  ●基盤整備が完了している地区での未舗装農道について、その整備を図ります。一部、走行 

   制限が必要な路線については、関係機関と協議して、事故防止の安全対策を図ります。 

  ●農業生産基盤の整備及び農業経営の安定など農業・農村振興に関する各種施策との連携強 

   化を図ります。 

  ●人・農地プランや農地中間管理機構を活用し、農地の有効利用を図ります。 

 

※24 6次産業：農産物の生産（第 1次産業）、食品加工・製造（第 2次産業）、流通・販売、さらに観光（第 3 

次産業）を組み合わせた新しい農業経営の考え方 

 土地改良施設改良実績  

○土地改良区関係                      単位：千円 

 年度 改修内容 金額 

新 富 土 地 改 良 区  

平成２７年度 
大渕排水機場真空配管更新 9,936 

大渕排水機場除塵機整備補修 6,052 

平成２８年度 
金丸頭首工附帯施設補強 1,009 

大渕排水機場耐震工法検討 7,020 

平成２９年度 

金丸頭首工附帯施設補強 439 

大渕排水機場除塵機補修 4,499 

大渕排水機場耐震工法検討 3,510 

柳 瀬 土 地 改 良 区  
平成２８年度 金丸頭首工附帯施設補強 50 

平成２９年度 金丸頭首工附帯施設補強 4 

一ツ瀬川土地改良区 

平成２６年度 下茶加圧機場整備 11,236 

平成２７年度 茶臼原・牛牧・新田原幹線水路整備 11,077 

平成２８年度 
茶臼原幹線水路整備 4,726 

瀬江川頭首工取水ゲート整備 1,971 

平成２９年度 茶臼原・牛牧原幹線水路整備 11,372 

※24 
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(4) 環境に優しい農業の推進 

  ●家畜排せつ物の有効利用による土づくりと低農薬、低化学肥料による、環境にやさしい有 

   機農業を進めます。 

  ●減農薬で栽培するエコファーマーの認定登録制度により、付加価値の高い新たな栽培方法 

   の導入を図ります。 

  ●国が推進する農業生産工程管理(ＧＡＰ)について、生産者の理解を図り、関係機関と連携し、 

ＧＡＰ認証取得を推進します。 

  ●農地の維持・環境保全関連事業に取り組み、農業用施設や農地の保全を図ります。 

  ●農業用プラスチック類の廃棄物処理を軽減するために、環境に優しい生分解性マルチ等の 

   使用を推進します。 

 

(5) 畜産の振興 

  ●輸入自由化や飼料価格の変動による影響が大きい畜産経営は、粗飼料の確保、加工品等の 

   取組による６次産業化などの低コスト化や付加価値の高い戦略を展開させる必要があり、 

   その支援を図ることで経営の安定化に結び付けます。 

  ●家畜排せつ物の適正処理により、畜産公害の発生防止に努めるとともに、耕畜連携による 

   環境に優しい畜産の構築を図ります。 

  ●本町畜産業の経営安定を図るために、優良雌牛の保留に対する支援や家畜導入資金等の財 

   政的な支援を行います。 

  ●２度と口蹄疫や鳥インフルエンザなどの伝染病を発生させないよう、防疫の強化、飼料用 

   稲の増産及び資源循環型農業システムの構築を図ります。 

※25 エコファーマー：化学肥料や化学農薬を減らし、堆肥などによって土地の力を高める生産計画を都道府県 

に提出し、認定された農業者をいう。 

※26 ＧＡＰ：農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の 

取組のこと。 

※27 生分解性マルチ：土中や水中の微生物により最終的に水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチック 

でできた農業用のマルチビニールのこと。 

※28 耕畜連携：米や野菜等を生産している耕種農家へ畜産農家から堆肥を供給したり、逆に転作田等で飼料作 

物を生産し畜産農家の家畜の飼料として供給する等、耕種サイドと畜産サイドの連携を図ること。 

             農道舗装実績        単位：ｍ  

年度 
農道舗装実績 

累計整備距離  
役場施工分 団体施工分 

平成２８年度まで 28,208 13,314 41,522 

平成２９年度 3,870 280 45,672 

              暗渠排水設置事業           単位：千円 

年度 面積 金額 

平成２６年度 64.07ha 96,729 

平成２７年度 29.14ha 43,710 

平成２８年度 41.58ha 62,370 

平成２９年度 0.52ha 1,063 

※25 

※27 

※28 

※26 
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(1) 林業 

  ●林業基盤の整備を図ります。 

  ●林業作業者の確保などにより、林業の維持を図ります。 

  ●海岸保安林の持つ公益的機能の強化を図るために、松林の松くい虫被害防止の徹底と被害 

   跡地の森林再生の強化に努めます。 

 

              

 

 

 

 

 

 

(2) 水産業 

  ●漁港など漁業施設の整備を図ります。 

  ●宮崎県内水面振興センターとの連携により、シラスウナギの安定供給を図ります。 

  ●水産特産品のブランド化を推進します。 

  ●河川の濁水防止を図るための森林保全、合併処理浄化槽による生活排水対策などにより、 

   海・河川の汚染防止に努め、水質対策による水産環境と水産資源の保全を図ります。 

 

  

 

 

松くい虫防除実績 

 空中散布 地上防除 樹幹注入 

平成２６年度 ６４ｈａ ２３ｈａ ９０本 

平成２７年度 ６ｈａ １１ｈａ ５９本 

平成２８年度 ―ｈａ １２.９ｈａ １１１本 

平成２９年度 ―ｈａ １３.７ｈａ ８２本 

 

●森林の適正管理を通して、防災や水源涵養、景観維持や自然保護の意識向上など、森林の 

 持つ機能を引出し活用するまち 

●海・河川の水質に優れ、魚介類が安定供給されるまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

 

●活気とにぎわいのある商店街に町内外から人が集まるまち 

●農業や商業、工業など異業種間の交流と連携が進み、消費者の関心を引く特産品を開発 

 するなど、新しい地場産業が地域を引っ張るまち 

●技術力等の向上で足腰の強い企業が切磋琢磨するまち 

●町内循環型の経済システムにより、町内の消費活動が活発なまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅱ 林業・水産業 

Ⅲ 商業・サービス業・工業 
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(1) 商店街の活性化 

  ●商店街の活性化を図るために、新富町の文化・芸術イベントや空き店舗対策により創設さ 

   れた「ギャラリーしんとみ」を活用した企画を新富町商業協同組合と連携して行なってい 

   きます。 

  ●商業協同組合等が主催するイベント等を支援し、商店街等のにぎわいを創出し活性化を図 

ります。 

 

(2) 商工業経営の改善 

  ●商工会とも連携し、商工業研修センターを活用した産業人材の育成を図ります。 

  ●金融機関と連携して町融資制度を運用し、中小企業及び小規模企業の経営の安定化を促進 

します。 

  ●意欲的な事業者の経営基盤や人材育成の強化、事業者連携による新商品・新サービスの開 

発、創業等を促進し、地場産業の活性化を図ります。 

  ●事業者の経営改善を図るため、企業訪問等により事業者が抱える課題の把握に努め、国や 

県の支援施策、宮崎県産業振興機構等の支援機関とのマッチングに取り組みます。 

 ●農業、商業などの連携を図った地場産業の育成に努めるとともに、新富町の特色を活かし 

た食と農が連携できる産業の誘致や育成に取り組みます。 

          公的融資制度の活用状況         単位：件 

年度 中小企業特別融資制度 小規模企業融資制度 

平成２６年度 
 ０ 

 
７ 

 

 累計  １１２  ９９ 

平成２７年度 
０ 

 
４ 

 

 累計  １１２  １０３ 

平成２８年度 
０ 

 
２ 

 

 累計  １１２  １０５ 

平成２９年度 
１ 

 
３２ 

 

 累計  １１３  １３７ 

 

 

 

 

   

  ●工業用地の確保を図り、国・県や町人会等の人脈を活用した企業誘致を推進するとともに、 

   現在町内において操業している企業のフォローアップに努め、町外への流失を防ぎます。 

   また、現存する誘致企業の関連企業などの誘致にも努めます。 

  ●公的融資制度を活用し、中小企業の支援を図ります。 

  ●人手不足が深刻な分野の労働力を補う外国人就労の拡大のため、外国人労働者を受け入れ 

る環境の整備を図ります。 

 

●時代に適応した産業等の企業誘致を実現し、新たな雇用機会が生みだされているまち 

●足腰の強い地元企業が安定した雇用を提供するまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅳ 雇用 
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 (1) 観光資源の開発 

  ●町内観光資源のＰＲを進めるため観光マップを作成するとともに、さいとこゆ観光ネット 

ワークを活用し、本町の観光だけにとどまらない西都・児湯の広域観光マップの作成、ル 

ートの形成を図ります。 

  ●新田原古墳群、湯之宮座論梅、富田浜周辺の整備を進め、観光振興・地域振興を図ります。 

特に古墳群については日本遺産としてのブランド力を活かし、構成市町で協力した取組を 

推進します。 

  ●基地の存在を活かしたまちづくりとして移転跡地を活用し、町内外からの誘客を促し、交 

   流や産業振興の拠点として賑わいを創出することができる施設の整備を進めます。 

  ●優良な泉質の温泉健康センター「サン・ルピナス」を活用し、町民の健康増進と交流の場 

としての利用を図ります。 

  ●レンコン、そば、米粉及び小麦などの地元特産品の加工品など特産品の開発を図ります。 

  ●スポーツ観光施設の整備・誘致を図ります。 

 

(2) 観光ＰＲの推進 

  ●インターネットなど簡単でスピーディーに活用できる広報媒体を積極的に活用した観光Ｐ 

Ｒや情報発信を推進します。 

  ●さいとこゆ観光ネットワークを積極的に活用し、広域的な連携を図ります。 

  ●訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業)により、インバウンドが増加することを見据 

   え、さまざまな言語や文化に対応した受け入れ態勢の整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

※29 日本遺産:地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。 

   平成 30年 5月に新田原古墳群が西都の西都原古墳群、宮崎の生目古墳群等とともに認定された。 

※30 インバウンド:外国人が訪れてくる旅行のこと。 

 

●地域の特性を活かした、新たな観光資源の発掘と開発を通して、年間を通して町外から 

 人が訪れる県内有数の観光地として認知されたまち 

●農業など他産業との連携を通して、新富町の特性を活かした独自性の高い魅力ある観光 

 産品などヒット商品を開発し、誘客につなげているまち 

●町民が郷土に自信と誇りを持ち、観光客を笑顔で迎え、新富町をみんなでアピールする 

 まち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 

 

Ⅴ 観光 

※30 

※29 
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(１)経済・産業の活性化 

  ●地域資源を活用した商品開発や物品販売などに取り組み、地域の稼ぐ力の創出を図ります。 

  ●意欲的な生産者や事業者の経営力・技術力を高める人材育成を図ります。 

  ●地元産品や観光等の情報発信、空き家を活用した移住促進に取り組みます。 

 

(２)まちづくり事業 

  ●深刻化が予想されている「人口減少時代」に対応するため、魅力ある地域資源を効果的に 

連携させ、交流人口の増加と地域活性化を契機とした、町内に賑わいを生み出す取組を推 

進します。 

 

 

毎月開催されているこゆ朝市 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 地方創生 

 

●「新富町まち・ひと・しごと総合戦略」に掲げた、人口減少に歯止めをかけるための３

つの基本目標「雇用の創出」、「交流人口の増加」、「地域コミュニティの形成」の視点か

ら、持続可能なまちを構築するためのプロジェクト・施策に取り組むまち 

目指すべきまちの姿(ビジョン) 
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(1) 長期総合計画の実効性の確保 

  ●基本構想－基本計画に基づく施策について、担当課は毎年度の事業実施計画を作成すると 

   ともに、前年度の検証を実施し、公表することとします。 

 

 

  

(1) 行政情報の公開 

  ●行政情報の公開と提供を進め、町民の行政参加への環境づくりを推進します。 

  ●広報誌、町ホームページの活用など町民への情報提供の充実を図ります。 

 

(2) 町民参画のまちづくり 

  ●町民説明会、アンケート調査などの充実を図り、町民意見の把握を図ります。 

  ●審議会や協議会などの活用を図り、町民が企画立案できる環境整備に努め、町政への参加 

   を進めます。 

  ●ボランティア団体やＮＰＯ団体など町民の自主的な活動とも連携を図り、町民参加のまち 

   づくりを推進します。 

 

 

  

(1) 財政運営の効率化 

  ●町民ニーズや社会の動向に十分留意しながら事業の優先順位を設定し、財源の重点的・効 

   率的な配分を行います。 

  ●民間活力の活用を図り、行政コストの縮減を図ります。 

  ●「各課の事業実施計画（検証）」等により事業評価を行い、無駄のない財政運営を行いま 

す。 

 

(2) 財源の確保 

  ●税制改正の動向、経済情勢の推移などに十分留意し、課税客体及び課税標準の的確な把握 

   並びに口座振替納付やコンビニエンスストアでの納付の推進等を通して、収納率の向上を 

図ります。 

 

※31 ＮＰＯ：平成 10 年（1998 年）施行の「特定非営利活動促進法（NPO 法人）」により法人格を認証された 

民間非営利団体。法的には「特定非営利活動法人」という。 

第５節 ビジョンを実現するための行政の取組 

Ⅰ 行財政 

Ⅲ 行財政運営の効率化 

Ⅱ 町民参加の推進 

※31 
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  ●受益者負担の適正化、各種使用料や手数料の適正化を図り、財源の確保を図ります。 

  ●各種補助制度などの積極的活用を図ります。 

  ●国に対しては、地方交付税の充実、国庫補助金制度の改善及び防衛省関係補助金等の拡充 

   など、財源の充実を要望していきます。 

 

(3) 行政運営の効率化 

  ●新規事業については投資効果、緊急性などの評価を総合的に検討した上で、社会情勢の変 

   化などから真に必要と判断される施策については積極的に取り組みます。 

  ●平成３１年度、新たに行政改革大綱を策定し、引き続き行政改革を推進します。 

  ●情報化社会に対応できるＩＴ行政を推進します。 

  ●行政需要に応じた行政機構の見直しを適宜行い、多様性・機動性のある行政運営を行いま 

す。 

  ●今後も民間委託できる業務については、可能な限り民間活力の導入を推進します。 

  ●情報提供の充実、スピード感のあるサービスの推進を図り、町民サービスの向上を図りま 

   す。 

 

(4) 職員の資質の向上 

  ●職員の能力向上のために研修制度を充実します。 

  ●職員の自主的な研修及び政策研究活動の支援を行います。 

  ●人事評価制度を活用し、人材育成を図っていきます。 

 

(5) 広域行政の推進 

  ●消防防災・救急、ごみ処理、道路整備、観光振興など広域的な行政課題について、周辺自 

   治体との連携強化を図り、効率的な行政の推進を図ります。 

  ●西都・児湯地区で共同設置している「公平委員会」、「情報公開・個人情報保護審査会」、「固

定資産評価審査委員会」、「行政不服審査会」の４事務ほか、「滞納整理」「職員研修」等を含

め、連携強化を図るとともに、今後も共同設置の調査・研究を進め、西都・児湯地区での事

務の共同処理の実現を目指します。 
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   附 属 資 料  
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新富町長期総合計画等審議会委員 

職 名 氏 名 所属等 

委 員  新富町議会 

委 員  新富町議会 

委 員  新富町商工会 

委 員  新富町区長会 

委 員  新富町地域婦人連絡協議会 

委 員  新富町若者連絡協議会 

委 員  新富町農業委員会 

委 員  新富町教育委員 

委 員  新富町民生委員会 

委 員  学識経験者 

委 員  学識経験者 

委 員  学識経験者 

委 員  学識経験者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

任期：平成３０年７月１２日から  月  日まで 
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第５次新富町長期総合計画 後期基本計画体系図 



 

 

第５次新富町長期総合計画 後期基本計画 

平成３０年 月 

 

発行 宮崎県新富町まちおこし政策課 

〒８８９－１４９３ 

宮崎県児湯郡新富町大字上富田７４９１番地 

電話 ０９８３－３３－６０１２  

ホームページ http://www.town.shintomi.lg.jp 


